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 労働基準監督官や技官が事業場を監督指導して、労働安全衛生法やじん肺法

に関する法違反を指摘して是正勧告書等が交付されると、事業者は是正しなけ

ればなりません。 

健康経営を持ち出すまでもなく、労働者の安全と健康を確保するために費用

を費やすのは、今では事業者として必須ではないでしょうか。 

 そのような中、労働者数 50人未満の小規模事業場に対しては有所見者に対

する医師の意見聴取や保健指導について地域産業保健センターを活用して無料

で実施できます。 

監督署の是正を無料でしてもらえるなんで、私個人的にはすごいサービスだな

と思ってしまいます。 

しかしながら、このような素晴らしいサービスがあるにもかかわらず、労働

者数 50人未満の事業場の多くは、地域産業保健センターの存在を知らないと

いうのが現状でありますし、そもそも医師の意見聴取が必要であることすら知

られておりません。 

 医師の意見聴取が知られていない理由として、健康診断は法律で実施しなけ

ればいけないことは理解しているが、その結果、有所見がある場合は医師の意

見聴取が必要であることまでは知られていないと考えられます。 

そこで、福井産業保健総合支援センターとしましては、労働者数 50人未満

の事業場に対し、医師の意見聴取の周知並びに地域産業保健センターでは無料

で実施していることを周知させるためのチラシ（別添参考）を作成しました。 

 チラシを作成するポイントとして、多くのことを伝えたい余りに、ついＡ４

サイズの用紙にぎっしり文字を書き込んでしまいがちです。 

そのようなチラシですと、スルーされる可能性がありますので、あえてシンプ

ルに作成しました。 

そして、思わず内容を確かめたくなるよう、「法違反かもしれません！！」

の言葉にインパクトを与えることでドキっとさせ、健康診断を実施するだけで

は駄目なんだなとの理解をしてもらいます。 

しかし、理解をしても、それだけでは動いてくれませんので、次のステップ

として、地域産業保健センターを活用すれば無料で実施できることを伝える流

れで作成しました。 



裏面は、申込先と最近ではＱＲコードという便利なものがありますので、詳

細はこちらでとし、ご協力いただいた労働局、労働基準監督署の名前をいれま

した。 

 完成後は、印刷部数が多いことや、少しでもクオリティーを高くするため印

刷業者に注文して２万部印刷しました。 

 早速、先日開催された地域産業保健センター運営協議会で配付したところ、

委員である商工会議所の方から、わかりやすくてインパクトがある、是非会員

事業場に配付して周知したいとの声がありましたので、１つの商工会議所だけ

でなく、県内すべての商工会議所へ配付することとしています。 

 その他にも、労働災害防止団体等の関係機関に配付しており、その結果地域

産業保健センターの活用状況の変化等についてのアウトカム評価を行う考えで

あります。 

最後になりますが、このチラシにより、労働者数 50人未満の事業場が少し

でも多く地域産業保健センターを知っていただき、医師の意見聴取、さらには

事後措置をしっかりやっていただき、労働者の健康確保につながることを願っ

ています。 

 

 



社長さん ご存じですか？ 
健康診断を実施するだけでは．．． 

法違反かもしれません！！ 
健康診断の結果、異常所見（有所見）がある場合は、医師等から

の意見聴取を行うよう労働安全衛生法で義務付けられています。

小規模事業場（※）むけの無料の

※ 産業医の選任義務のない 50 人未満事業場

詳しくは裏面をご覧ください 



地域産業保健センターでは、無料で医師の意見聴取を

行っています。詳しくは各地域産業保健センターへ 
 

福井県内の地域産業保健センター 

名称 住所 電話番号 対象地域 

福井地域産業保健センター 

 

（略称：ふくいちさんぽ） 

福井市大願寺 3-4-10 

福井市医師会内 

070-1259-9022 

070-1259-9035 

福井市・永平寺町 

あわら市・坂井市 

奥越地域産業保健センター 

 

（略称：おくえつちさんぽ） 

大野市天神町 1-19 

多田記念大野有終会館内・ 

大野市医師会内 

070-1259-9115 大野市・勝山市 

南越地域産業保健センター 

 

（略称：なんえつちさんぽ） 

越前市中央 1-9-9 

武生医師会内 
070-1259-9036 

越前市・鯖江市 

越前町・南越前町 

池田町 

嶺南地域産業保健センター 

 

（略称：れいなんちさんぽ） 

敦賀市中央町 2-16-54 

敦賀市医師会内 
070-1259-9038 

敦賀市・小浜市 

美浜町・若狭町 

おおい町・高浜町 

 

もっと詳しくお知りになりたい方はこちら 

                         → 

 

 

 

福井労働局・各労働基準監督署 福井産業保健総合支援センター 


